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一　
「
固
関
」
と
は

　

固
関
と
は
七
世
紀
後
半
以
降
、
天
皇
の
崩
御
、
譲
位
、
内
乱
な
ど
の
国
家
的
な
非
常

事
態
が
発
生
し
た
際
に
、
首
都
か
ら
東
国
・
北
陸
に
向
か
う
街
道
を
扼
す
る
鈴
鹿
関
・

不
破
関
・
愛
発
関
（
後
に
は
逢
坂
関
）
を
政
府
が
閉
鎖
す
る
措
置
を
言
う
。
固
関
に
当

た
っ
て
政
府
は
固
関
使
を
派
遣
し
て
、
各
関
を
所
管
す
る
国
司
に
閉
鎖
を
命
じ
る
。
非

常
事
態
が
終
息
す
れ
ば
解
関
使
が
派
遣
さ
れ
て
、
も
と
ど
お
り
関
は
開
か
れ
る
。
奈
良

時
代
か
ら
平
安
時
代
の
前
期
に
か
け
て
は
、
天
皇
の
崩
御
の
他
、
恵
美
押
勝
の
乱

（
七
六
四
年
）
や
薬
子
の
変
（
八
一
〇
年
）
な
ど
の
際
に
固
関
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
が

国
史
に
見
え
る
。

　

固
関
使
の
正
当
性
を
証
明
す
る
の
が
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
木
契
で
あ
る
。
木
契
は

割
り
符
の
一
種
で
、
所
定
の
文
字
を
記
し
た
木
片
を
二
つ
に
割
り
、
政
府
側
と
関
側
で

割
ら
れ
た
各
片
を
所
持
す
る
。
必
要
な
時
に
こ
れ
を
合
わ
せ
て
所
持
者
、
こ
の
場
合
は

特
に
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
者
が
正
当
な
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

固
関
は
い
わ
ば
戒
厳
の
一
環
で
あ
る
か
ら
当
初
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う

が
、
次
第
に
形
骸
化
し
、
つ
い
に
は
実
際
の
使
者
は
派
遣
さ
れ
ず
、
宮
廷
内
の
儀
式
だ

け
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
固
関
の
儀
式
に
つ
い
て
は
平
安
時
代
の
い
く
つ
か
の

儀
式
書
に
詳
し
い
が
、
こ
こ
で
は
『
江
家
次
第
』
巻
十
四
に
よ
り
な
が
ら
、
木
契
の
作

成
に
関
す
る
手
順
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

　
（
一
）　 

固
関
の
実
施
が
決
ま
る
と
、
大
臣
は
太
政
官
の
事
務
方
で
あ
る
外
記
に
命
じ

て
、
使
者
の
選
任
、
使
者
の
乗
る
馬
の
用
意
、
さ
ら
に
儀
式
に
用
い
ら
れ
る

用
具
類
の
調
達
を
行
わ
せ
る
。
こ
の
時
、
準
備
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
が
「
木

契
三
枚
〈
長
三
寸　

方
一
寸
〉
函
三
合
」
で
あ
る
。

　
（
二
）　 

大
臣
と
参
議
が
議
定
の
場
で
あ
る
近
衛
府
の
陣
に
着
座
す
る
と
、
大
臣
は
詔

勅
の
起
草
役
で
あ
る
内
記
に
指
示
し
て
三
関
を
所
管
す
る
国
司
宛
の
勅
符
を

作
成
さ
せ
る
。
同
様
に
外
記
に
は
太
政
官
符
を
起
草
さ
せ
る
。

　
（
三
）　

次
い
で
衛
府
の
武
官
に
宮
中
の
警
固
を
命
じ
る
。非
常
事
態
の
宣
言
で
あ
る
。

　
（
四
）　 

勅
符
が
書
き
上
が
る
と
、
次
に
木
契
の
作
成
と
な
る
。
内
記
が
奉
っ
た
三
枚
の

木
契
に
大
臣
は
「
賜
○
○
国
」
と
墨
書
し
、
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
内
記
は
あ
ら

か
じ
め
懐
に
持
っ
て
い
た
「
小
刀
并
拳
石
」
で
木
契
を
文
字
の
中
央
で
縦
に
二

片
に
割
り
、
儀
式
の
進
行
役
の
公
卿
で
あ
る
上
卿
に
渡
す
。
上
卿
は
木
契
と

勅
符
を
各
国
宛
の
函
に
収
め
、
内
記
に
返
す
。
内
記
は
こ
れ
を
持
っ
て
控
え
る
。

　
（
五
）　 

上
卿
は
外
記
が
別
に
作
成
し
た
太
政
官
符
を
一
覧
す
る
。
太
政
官
符
に
は
使

者
の
姓
名
と
勅
符
及
び
駅
鈴
を
随
身
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
固

関
の
確
実
な
施
行
を
命
じ
る
も
の
で
あ
る
。
外
記
は
内
記
の
横
に
控
え
る
。

　
（
六
）　 

内
記
は
函
を
上
卿
に
提
出
し
て
退
出
し
、
外
記
も
太
政
官
符
を
上
卿
に
渡
し

て
退
出
す
る
。
上
卿
は
太
政
官
符
を
函
に
収
め
る
。

　

木
契
は
本
来
な
ら
ば
用
済
み
に
な
っ
た
後
は
廃
棄
さ
れ
る
の
が
原
則
と
思
わ
れ
る

が
、
以
下
に
紹
介
す
る
よ
う
に
複
数
の
原
品
が
伝
来
し
て
い
る
。
儀
式
用
の
先
例
と
し

て
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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二　

郵
政
資
料
館
所
蔵
の
固
関
木
契

　

郵
政
資
料
館
に
は
、
寛
文
三
年
の
年
紀
の
あ
る
美
濃
国
宛
の
木
契
の
原
品
と
そ
の
模

造
品
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
管
理
で
は
資
料
番
号
一
〇
一
三-

五
、一
〇
一
三-

六
、一
〇
一
三-

七
ａ
、
一
〇
一
三-

七
ｂ
の
四
片
と
な
っ
て
い
る
が
、
調
査
の
結
果
、

一
〇
一
三-

六
と
一
〇
一
三-
七
ａ
が
一
対
の
原
品
、
一
〇
一
三-

五
と
一
〇
一
三-

七
ｂ

が
模
造
品
と
判
断
し
た
。
以
下
、
原
品
に
つ
い
て
品
質
形
状
を
示
す
。

一　

木
契
（
右
片
）　

一
片
（
資
料
番
号　

一
〇
一
三-

七
ａ
）

　
　

 〈
寸
法
〉 

縦
九
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル　

横
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

高
二
・
九
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
〈
本
文
〉「
賜
美
濃
国
」（
右
半
分
）

二　

木
契
（
左
片
）　

一
片
（
資
料
番
号　

一
〇
一
三-
六
）

　
　
〈
寸
法
〉 

縦
九
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル　

横
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

高
二
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
〈
本
文
〉「
賜
美
濃
国
」（
左
半
分
）

　

左
片
は
包
紙
で
包
ん
で
い
る
。
縦
三
一
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 
横
二
一
・
九
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
薄
手
の
楮
紙
二
枚
を
重
ね
た
も
の
で
木
契
を
包
み
、
上
下
を
捻
り
封
と
し

た
上
で
、
紙
縒
で
結
ん
で
い
る
。
包
紙
に
は
「
賜
美
濃
國　

驛
傳　

寛
文
三
年
正
月
廿

四
日
」
の
墨
書
上
書
が
あ
る
。
二
つ
の
木
片
は
接
合
す
る
と
文
字
、
木
目
、
断
面
が
一

致
し
、
一
材
を
割
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

模
造
品
は
、
包
紙
を
含
め
て
ほ
ぼ
同
寸
、
同
体
裁
で
作
成
さ
れ
て
い
る
が
木
契
の
文

字
の
左
右
が
接
合
せ
ず
、
作
成
方
法
ま
で
は
模
倣
し
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

大
正
六
年
（
一
九
一
八
）
時
点
の
逓
信
博
物
館
の
展
示
品
を
掲
載
し
た
『
陳
列
品
目
録
』

に
は
「
木
契
及
び
勅
符
（
模
造
）」
と
し
て
「
古
制
の
徴
す
る
べ
き
も
の
な
し
故
に
後

西
院
天
皇
の
寛
文
三
年
御
位
を
皇
太
子
（
霊
元
帝
）
に
譲
ら
せ
賜
ふ
と
き
古
式
に
倣
ひ

作
ら
せ
ら
れ
関
国
美
濃
に
賜
は
り
た
り
と
云
ふ
も
の
に
由
り
模
造
す
」（
同
目
録
、

一
一
九
ペ
ー
ジ
）
と
あ
り
、
当
時
模
造
品
が
展
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た

が
っ
て
原
品
は
こ
れ
以
前
に
当
館
の
所
蔵
に
帰
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
伝
来
は
未
詳

だ
が
、
後
述
す
る
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
木
契
が
九
条
家
伝
来
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
儀
式
を
主
宰
し
た
大
臣
の
家
に
保
管
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

三　

寛
文
三
年
の
譲
位
時
に
お
け
る
固
関
と
木
契

　

承
応
三
年（
一
六
五
四
）十
一
月
に
即
位
し
た
後
西
天
皇
は
、寛
文
三
年（
一
六
六
三
）

正
月
廿
六
日
に
識
仁
親
王
（
霊
元
天
皇
）
に
譲
位
し
た
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
正
月

二
十
四
日
に
実
際
に
固
関
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
史
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。『
後

西
天
皇
実
録
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
忠
利
宿
禰
記
」
か
ら
関
係
箇
所
を
示
す
。

　

こ
の
日
午
前
に
、
大
臣
（
左
大
臣
鷹
司
房
輔
）
が
大
外
記
に
「
譲
位
が
あ
る
の
で
、

警
固
固
関
を
行
う
。
諸
司
に
仰
せ
て
用
意
を
す
る
よ
う
に
」
と
指
示
し
た
。
こ
れ
を
受

け
て
、
こ
の
儀
式
を
担
当
す
る
奉
行
蔵
人
烏
丸
光
雄
が
陰
陽
師
に
適
切
な
譲
位
の
日
時

を
諮
問
し
た
。
陰
陽
師
の
日
時
勘
文
が
提
出
さ
れ
る
と
、
大
臣
以
下
の
公
卿
が
陣
座
に

着
い
て
譲
位
の
日
時
を
承
認
し
、
そ
の
場
で
警
固
及
び
固
関
を
行
う
こ
と
が
決
定
さ
れ

た
。
以
下
、
衛
府
へ
の
警
固
の
命
令
、
発
給
す
る
文
書
の
作
成
に
つ
い
て
内
記
、
弁
、

外
記
へ
の
指
示
が
あ
り
、こ
れ
に
続
く
木
契
作
成
の
手
順
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　

 

大
臣
仰
内
記
令
進
木
契
并
硯
、
木
契
三
枚
〈
入
筥
或
入
硯
進
〉、
大
内
記
候
軾
、
次

大
臣
和
墨
執
筆
、
各
書
木
契
銘
〈
一
面
書
之
〉、
賜
伊
勢
国
・
賜
近
江
国
・
賜
美
濃
国
、

大
臣
書
了
、
即
給
内
記
令
刻
之
、
自
文
字
正
中
破
之
、
惣
為
六
片
、
如
元
推
合
、
返

進
大
臣
、〈
内
記
予
挿
小
刀
并
拳
石
於
懐
中
〉、
内
記
割
木
契
了
、
返
進
大
臣
、

　

大
臣
が
三
関
を
所
管
す
る
国
名
を
書
く
と
、
あ
ら
か
じ
め
「
小
刀
」
と
「
拳
石
」
を

準
備
し
て
い
た
内
記
が
木
契
を
割
っ
て
六
片
に
す
る
と
い
う
手
順
は
、
先
述
の
『
江
家

次
第
』
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
時
の
固
関
が
古
例
に
倣
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
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四　

固
関
木
契
の
類
例

　

宮
内
庁
書
陵
部
に
は
、
こ
の
時
期
よ
り
や
や
後
代
に
作
成
さ
れ
た
固
関
木
契
が
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
木
契
に
つ
い
て
は
、
平
林
盛
得
氏
が
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と

も
に
、固
関
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
要
を
得
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る（
平
林
盛
得「
資

料
紹
介　

固
関
木
契
」『
書
陵
部
紀
要
』
三
九
、一
九
八
七
年
）。
同
論
文
に
よ
る
と
、

書
陵
部
所
蔵
の
木
契
は
伊
勢
国
宛
の
左
右
と
美
濃
国
、
近
江
国
宛
の
そ
れ
ぞ
れ
右
片
の

三
件
四
片
が
伝
わ
る
。
伊
勢
国
宛
の
も
の
は
左
右
合
わ
せ
て
故
実
ど
お
り
の
長
三
寸
、

方
一
寸
に
当
た
る
全
長
九
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
底
の
一
辺
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、

郵
政
資
料
館
所
蔵
品
と
も
体
裁
が
合
致
す
る
。
昭
和
三
十
二
年
に
宮
内
庁
の
所
蔵
に
帰

し
た
九
条
家
旧
蔵
の
史
料
中
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
、
伝
来
が
明
ら
か
な
点
、
史
料

的
な
意
義
が
深
い
。木
契
お
よ
び
附
属
し
た
包
紙
に
は
年
次
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

平
林
氏
は
包
紙
に
記
さ
れ
た
上
卿
の
名
の
一
字
か
ら
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
六
月
の

東
山
天
皇
の
譲
位
の
際
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　

固
関
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
宮
中
の
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

の
仁
孝
天
皇
崩
御
の
時
ま
で
続
く
が
、
そ
の
実
施
は
天
皇
や
院
、
女
院
の
崩
御
や
譲
位

の
際
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
今
回
確
認
さ
れ
た
木
契
は
、
故
実
に
則
っ
た
公
家
の

儀
式
の
用
具
と
し
て
貴
重
な
一
事
例
と
言
え
よ
う
。

（
補
注
）『
後
西
天
皇
実
録
』は
、東
京
大
学
史
料
編
纂
所「
近
世
編
年
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」に
よ
っ
た
。

 

（
た
ら
し
ま　

さ
と
し　

東
京
国
立
博
物
館　

書
跡
・
歴
史
室
長
）
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割断面 左右を合わせた状態

包んだ状態 固関木契　左片 固関木契　右片


